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政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  平成３０年５月１８日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  殿様林団地外空地等除草業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    殿様林団地、中滝団地、福沢団地の空地等除草 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    平成３０年５月３１日から平成３０年８月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

平成３０年５月３１日 

  (2) 提出先 

    富山市土木事務所 建設課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  平成３０年５月２２日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  大山墓地公園環境美化清掃業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    大山墓地公園の除草及び側溝清掃 

  (3) 役務の提供を受ける 

    契約日から平成３０年１１月２３日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    平成３０年５月２９日 

  (2) 提出先 

    環境部環境保全課 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

  平成３０年５月２９日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 契約の件名 

 大山墓地公園環境美化清掃業務委託 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   環境部環境保全課 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   平成３０年５月２９日 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号 

   公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 ５ 契約金額 

   ５６５,０００円 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  平成３０年５月２１日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  大山Ｂ＆Ｇ海洋センタープール清掃及び窓口等業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    プール施設の清掃、草刈、窓口業務、塩素濃度の管理等 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    平成３０年６月４日から平成３０年８月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    平成３０年５月２４日 

  (2) 提出先 

    富山市役所市民生活部スポーツ健康課



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  平成３０年５月２４日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

(1) 件名 

 平成３０年度耕作放棄地等有効活用モデル事業用地除草業務委託 

(2) 提供を受ける役務の内容 

 耕作放棄地等有効活用モデル事業用地（富山市塩地内）のうち、富

山市の指定する範囲における除草及び集草作業 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

     平成３０年６月１日から平成３０年８月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

     地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー

人材センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

     契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であ

るか確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

     平成３０年５月２９日（火） 

  (2) 提出先 

     農林水産部農政企画課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約を締結するに

あたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

  平成３０年５月１４日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

富山市楡原プール草刈り業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    指定する箇所の草刈り 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    契約締結日～平成３０年６月１５日 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    平成３０年５月２４日 

  (2) 提出先 

    市民生活部 スポーツ健康課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  平成３０年 ５月２５日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  稲代・楡原西部団地空地除草業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    稲代・楡原西部団地の空地除草 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    平成３０年月６月１日から平成３０年１０月３１日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか

確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

平成３０年６月１日 

  (2) 提出先 

    富山市土木事務所 建設課 



政策目的随意契約の締結について（契約前公表） 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。 

  平成３０年５月２８日 

富山市長  森  雅 志 

 １ 随意契約の内容 

  (1) 件名 

  市有地草刈業務委託 

  (2) 提供を受ける役務の内容 

    市有地の草刈 

  (3) 役務の提供を受ける期間 

    平成３０年６月１日から平成３０年６月２０日まで 

 ２ 契約の相手方の選定基準 

   地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材

センターであって、富山市内に所在していること。 

 ３ 契約の相手方の決定方法 

   契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか 

  確認し、契約する。 

 ４ 見積書の提出期限及び提出先 

  (1) 提出期限 

    平成３０年６月１日 

  (2) 提出先 

    財務部管財課



政策目的随意契約の締結について（契約前公表）

富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約を締結するにあたり、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を行うので、富山

市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定によ

り公表する。

 平成３０年５月３０日

富山市長  森  雅 志    

１ 随意契約の内容

(1) 件名
感謝状筆耕

(2) 提供を受ける役務の内容
   感謝状の筆耕

(3) 役務の提供を受ける期間
   平成３０年６月６日から平成３０年６月２０日

２ 契約の相手方の選定基準

  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するシルバー人材 

センターであって、富山市内に所在していること。

３ 契約の相手方の決定方法

  契約の相手方に見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内であるか確

認し、契約する。

４ 見積書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限
   平成３０年６月６日

(2) 提出先
   福祉保健部社会福祉課


